
司法書士法人水野合同事務所

代表 水野 昌典

「後見人が必要」と言われたらどうする？

安心して暮らすため学びましょう！

～ 成年後見制度について学ぼう ～

令和6年度権利擁護市民セミナー のん太の学校

令和6年12月23日
13時30時～15時30（120分）

東広島市基幹型地域包括支援センター
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こんな時どうなる？

父親名義の定期預金の解約のため、長女が一人で銀行に
行きました。定期預金は解約できるでしょうか？
① できる。
② できない。
③ 支店長にお願いしたら何とかしてもらえそう。

介護費用の支払いのために父親名義の
定期預金５００万円を解約して普通預
金に入金したいのですが・・



脳梗塞

認知症

成年後見人

＝司法書士等

選任

お金の管理を代行

後見人とは
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こんな時どうなる？

成年後見人として選ばれる人の確率は、
「専門家」と「家族」とではどちらが多いでしょう？
① 専門家
② 家族
③ 同じくらい

or
選任
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こんな時どうなる？

成年後見制度を利用した場合、家族が通帳やキャッシュ
カードを使って、当人のお金を払い出せるでしょうか？
① できる
② できない

管理



あなたが後見人ならどうする？

5

後見人司法書士

祖母に会いに帰ってくる子供へ交通費



監
督

管
理

「法定後見制度」

管
理

「任意後見制度」

監督

契
約

選任・監督

後見人
（専門家）

後見人
（家族）

後見監督人
（専門家）

おさらい 法定後見と任意後見の違い
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元気なうち

任意後見

任意後見人 後見監督人

財
産
管
理

監
督

監
督

裁判所

家庭裁判所

契
約

能力
低下後

裁判所

家庭裁判所

選
任

財
産
管
理

監
督

裁判所

家庭裁判所

法定後見

申
立

おさらい 法定後見と任意後見の違い



対策ができるのは、①のうちだけ
公証人役場
「住所氏名と生年月日は？」
「あなたの子供の名前は？」
「今日何しに来たの？」

①元気 ②まだら ③認知

寿命

④相続

対策可能 対策不可能

健康寿命

対策いつするの？

8

認知症のテスト
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後見はどのようなことができる？

①食事の世話 ×

②お葬式 △

③遺言 ×

④結婚、養子縁組 ×

⑤孫への小遣い △

⑥お祝いの贈り △

⑦株式投資 ×

⑧アパート建築 ×
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こんな時どうなる？

ある朝、子供さんのいないAさんはいつもどおり起床しようとしたところ、ベットから落

ちて腰を痛打。何とか自分で救急車は呼んだけれど入院することになりました。病院も

その後に入る施設も身元保証人（身元引受人）が必要になるようです。。

誰 に 頼 も う か ？

成年後見人

＝司法書士等
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後見はどのようなことができる？
①預貯金の解約 〇

②財産調査 〇

③自宅の売却 △

④役所への届出 〇

⑤税金の納付 〇

⑥借金の返済 〇

⑦施設入所契約 〇

⑧身元引受人 △

⑨保証人 △

⑩病院入院手続き 〇

⑪身元引受人 △

⑫保証人 △

⑬手術の同意 ×
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後見人等の職務 Q&Aより
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/2020/200401_030406_Kouken_Handbook/200401_030406_Kouken_Handbook_07.pdf

後見人の職務
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・就任直後に、財産状況を家庭裁判所へ報告

・１年に１回、家庭裁判所に報告

・分別管理の徹底

・資料の保管

14

後見人の業務で注意すること！



15

初回報告
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後見人の業務 業務報告書
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後見人の業務 収支資料
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後見人の業務 事務報告
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後見人の業務 事務報告



20
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日付 業務内容

2017/12/03 府中町役場で弔慰金の請求手続きをおこなう。

2017/12/04 自宅の草むしりの請求書が届き、支払いをする。
除草と庭木の剪定で11,230円であった。

2017/12/27 本人の様子を見に施設に行くと、本人は部屋のベットで眠っていた。昨日の日中は元気
で、ディサービスで風邪をもらって帰ったのか、昨夜から37℃程度の微熱が続いていると
のこと。
ホーム長の●●様に最近の本人の様子について伺う。
以前のように自宅に帰りたいとか自転車で外出したいと訴えることがなくなり、現在は南
区青崎町にある山本整形外科に週に一回程度のリハビリに励んでいる様子。

3月に100歳を迎えることから、広島市からお祝い金として3万円を受け取ったとのこと。
本人が外出した際にお小遣いとして使う機会がないことから、もみじ銀行の通帳に入金
した。
●●様から相談を受ける。
本人が利用しているディサービスの契約更新が月に1回（月末）あり、施設から連絡をし
て親族の△△様に署名してもらっているという。その際に、私は財産の管理はしていない
のに、署名だけこちらに頼まれて不愉快だ等の不満を毎回言われて困っているとのこと。

2018/01/28 2月に火災保険が満期を迎えるため、損保ジャパンに連絡をする。

2018/02/07 損保ジャパンから火災保険の更新書類が届き、必要事項を記入し、同日送付する。

2018/02/08 府中町●●一丁目の◇◇様から、本人の自宅の水道管が破裂し、水が漏れたため、水
道の元栓を閉めたとの連絡が入る。

後見人の業務 業務日誌



後見人のスケジュール

後見人申立 後見人選任

能力
低下後

１～２か月 １か月

報告 報告

1年後



後見制度の申立ての動機について

①預貯金等の管理・解約

②身上保護

➃不動産の処分

③介護保険契約

⑤相続手続き

預貯金の管理
37.1％

身上保護
23.7％

保険契約
12.0％

不動産処分
10.4％

相続手続
8.0％

その他
8.8％

資料：最高裁判所HP掲載 成年後見関係事件の概況（令和2年1月～12月）
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老後資金はいくら必要なの？
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忘れられない夫婦
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こんな時どうなる？

成年後見制度を利用した場合、成年後見人に毎月支
払う報酬は次のうちどれでしょうか？
① 一律毎月20,000円
② 管理してもらう財産の額によって決まる。

専門家
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令和3年・平成30年最高裁判所事務総局家庭局資料より

解決方法 後見人

後見報酬

財産額 報酬月額

基本報酬
管理財産額

（預貯金等の額）

１千万円まで ２万円

１～５千万円まで ３～４万円

５千万円～ ５～６万円

後見報酬

財産額 報酬月額

基本報酬
管理財産額

（預貯金等の額）

１千万円まで 〇万円

１～５千万円まで 〇～〇万円

５千万円～ 〇～〇万円

親族候補の申立が23.6%
専門家監督人3.3％
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後見制度の手数料

最
初

項目 金額

司法書士の申立費用 130,000

医師の鑑定費用 70,000

計 200,000

継
続

専門職後見人報酬
（毎月）

20,000
～50,000

後見制度の費用

親族後見人は
報酬が不要
ただ、
後見制度支援
信託の時は必要



被後見人の預金を信託銀行に預け替えして、後見人の管理
する財産の範囲を少なくし、横領を防止するための制度。
通常使用しない金銭を信託銀行へ。
財産を払い戻しするには、家庭裁判所が発行する指示書が
必要。

家庭裁判所発行「成年後見制度～詳しく知ってもらうために～」を元に作成

日常生活で
必要な金銭

普段は使用し
ない金銭

信託銀行の
管理預金

預貯金等

ご本人の財産

信託銀行が管理

後見人が管理

払戻しには
家庭裁判所の
指示書が必要

後見制度支援信託の仕組み

後見制度支援信託の概要

後見人
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法定後見制度

法定後見のメリット
①国が定めた人が
財産を管理（安心）

法定後見のデメリット
①財産は現状維持が原則
②本人が死亡するまで続く
（後見制度支援信託）
③専門家報酬が発生するときも



後見人の費用のまとめ

後見人選任
２０万円

専門職後見人
月々２万円～

相続発生

後見人選任
２０万円

後見支援信託

３０万円 相続発生
親族後見人
月々０円

後見人
専門家
全期間

後見人
専門家

↓
親族

後見人選任
２０万円

相続発生

後見人
親族
全期間 親族後見人

月々０円

任意後見
任意後見契約
１５万円

判断能力低下時
１０万円（後見開始）

任意後見人が親族０円
＋

監督人の専門家２万～

相続発生
５万

専門職後見人
月々２万円～



後見人を選任するには？
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後見人を選任するには？



後見人を選任するには？
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（家裁の裁量で定まる事）

□ 後見人候補者を立てて申立てをします。しかし候補者が必ず選ばれるとは限りませ
ん。別の司法書士または弁護士が選ばれるかもしれません

□ 成年後見人の申立書作成の費用は説明のとおりです。申立人の負担です。本人の財
産から出すことはできません。

□ 成年後見人等の費用ですが、裁判所が決めた報酬額を１年に１回、本人の通帳から
引き出します。報酬額は本人の財産と成年後見人の仕事量で決まりますが、平均的につ
きに３万円～５万円の間が多いです。

後見開始前の確認事項



37

（その他）

□ 成年後見人等の申立て一度してしまうと、途中で取り下げることはできません（本人
の保護のためです）

□ 成年後見人等の選任がなされると、一生涯、本人がお亡くなりになられるまで、成年
後見人等が付きます。本人が亡くなられた時点で後見人は辞任します。葬儀等はご親族が
されることになります。

□ 成年後見人等の仕事は財産管理と本人の身上監護です。成年後見人等が選任された時
から本人の通帳等は全て成年後見人が管理致します。

□ 成年後見人等は本人のためになることしかできません。親族の意見等を聞くことがあ
りますが、基本的に後見人が判断し、家庭裁判所と確認しながらすすめていきます。

ただし、医療行為の同意、保証人、身元引受人になることはできませんので、その場合は
親族にお願いします。

後見開始前の確認事項



①元気 ②寝たきり 寿命 ③相続健康寿命

38

民間療法（認知症対策）

•銀行と仲良くする
解決策①

•キャッシュカード・タンス預金
解決策②

•子供にあげる（元気なうち）
• 「認知症の方は、土地や建物の贈与・売却はできません」

解決策③

後見人
避けたい
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成年後見
①専門家の報酬
②硬直した財産管理

何もしない
①預金がおろせない
②亡くなるのを待つ

認
知
症
対
策
し
な
い 民事信託・家族信託

①初期費用が高額
②預かる人がいるか

認
知
症
対
策
す
る

認知症への対応策

任意後見
①専門家の報酬
②報告回数が多い
③認知症になった時
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任意後見と成年後見の比較

家庭裁判所のパンフレットより

任意後見のメリット 任意後見のデメリット

自由に後見の内容を決定できる 判断能力があるうちでなければできない

後見人を自由に選ぶことができる 後見人としての手間は必要

公的機関が関与しチェックが利く 必ず監督人が必要（費用の問題）

開始までに手続が多い

突然死の場合は、手続が無意味

成年後見のメリット 成年後見のデメリット

すぐに財産管理が始まる 誰が後見人になるかわからない（費用）

開始は家庭裁判所の手続だけ 必要に迫られてからなので、苦労が多い

必要に迫られた場合のみ行える

公的機関が関与しチェックが厳しい

※任意後見の場合は、今の財産管理を依頼する任意代理契約を同時に行うことが多い



①成年後見制度の実際

「お祖母ちゃんと孫娘」「大工さん夫婦」

②後見人のメリット・デメリット

「パチンコ好きなご主人」

「母の財産管理に14万円」

③誰が後見人になるの？

「専門家が3/4、親族が1/4」

「成年後見制度支援信託」

④後見人は何をしてくれるの？

「お葬式は？手術の同意は？」

まとめ
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⑤法定後見と任意後見人との違い

「後見監督人の報酬」

「本人が認知症になった時の問題」

⑥後見人の財産管理方法

「家庭裁判所へ報告」

まとめ

42



夫はすでに認知症なんですが対策はできますか？

相続登記が義務化になったみたい。亡くなった祖父名
義のままの土地があるけど、義務化の対象なの？

どんな専門家のところで相談したらよいですか？

Q&A~よくある質問~

43
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象を入れる。



ご清聴ありがとうございました！

事務所概要

事務所名 司法書士法人 水野合同事務所

代表 水野昌典 広島県司法書士会所属 会員番号０７９１

住所 広島県安芸郡府中町柳ケ丘３７－１８

連絡先 ０８２－２８４－１３４５

45

師に恵まれ、人は変われることを体感して以後、人の変化成

長に関わりたいと教員を目指した。が、夢をあきらめ、家業で

ある司法書士に。多くの家族に関わることで、円満な家庭は

必ず実現できるとの信念から、相続手続や、民事信託、後見

手続等を行うことで、先代から引継いだ時は４名の事務所が、

現在では４０名（司法書士７名を含む）を超え、県内の司法書

士事務所としては、最多クラスの事務所に成長。一度はあき

らめた教員であったが、違う形で人の変化に関われることを

喜びとし、日々精力的に活動している。
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